
 

龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年３月２１日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇  

 

龍ケ崎市条例第１６号 

龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例（平成２８年龍ケ崎市条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

   龍ケ崎市太陽光発電事業の自然環境等との調和と適正管理 

に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、龍ケ崎市の豊かな自然環境、魅力ある景観及び良

好な居住環境と太陽光発電事業との調和を図るため、その設備の設置

及び管理に関し必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地

域社会の発展に寄与することを目的とする。 

   龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と 

適正管理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、龍ケ崎市の豊かな自然環境、魅力ある景観及び良

好な居住環境と太陽光発電設備設置事業との調和を図るため、その設

備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、潤いのある

豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第２

条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第３

項第１号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をい

う。 

 

 (2)     省  略 

 (3) 発電事業者 発電事業を行うものをいう。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する

再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第３項第１号に規定する

太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。 

 

 (2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業をいう。 

 (3)     省  略 

  

（写） 



 

 (4) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業をいう。 

 (5) 設置事業者 設置事業を行うものをいう。 

 (6) 認定事業 法第９条第４項の認定を受けて行う発電事業をいう。 

 (7) 事業区域 発電事業を行う一団の土地をいう。      

 (8)     省  略  

 (9)     省  略 

（事業者等の責務） 

第４条 発電事業者、設置事業者その他の事業関係者（以下「事業者等」

という。）は、その事業活動に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、

本市における環境の保全等に係る支障の防止と魅力ある自然景観に十

分配慮するとともに、該当住民自治組織の住民及び近隣関係者との良

好な関係を保つよう努めなければならない。 

（適用範囲） 

第６条 この条例の規定は、事業区域が５００平方メートルを超える面

積に及ぶ又は次条に規定する抑制区域における発電事業に適用する。

ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。 

（抑制区域） 

第７条 市長は、事業区域が次に掲げる要件に該当する場合であって、

特に必要があると認めるときは、発電事業を行わないよう協力を求め

る区域（以下「抑制区域」という。）を規則により定めることができる。 

 (1)    

～      省  略 

３ 

（事業者等の制限） 

第８条 事業者等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同

条第６号に規定する暴力団員若しくは龍ケ崎市暴力団排除条例（平成

２３年龍ケ崎市条例第２３号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以

 

 (4) 事業者 設置事業又は発電事業を行うものをいう。 

  

 (5) 事業区域 設置事業を行う一団の土地をいう。 

 (6)     省  略  

 (7)     省  略 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動に当たり、関係法令及びこの条例を遵

守し、本市における環境の保全等に係る支障の防止と魅力ある自然景

観に十分配慮するとともに、該当住民自治組織の住民及び近隣関係者

との良好な関係を保つよう努めなければならない。 

 

（適用範囲） 

第６条 この条例の規定は、事業区域が５００平方メートルを超える面

積に及ぶ又は次条に規定する抑制区域における設置事業及び発電事業

に適用する。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。 

（抑制区域） 

第７条 市長は、事業区域が次に掲げる要件に該当する場合であって、

特に必要があると認めるときは、設置事業を行わないよう協力を求め

る区域（以下「抑制区域」という。）を規則により定めることができる。 

 (1)    

～      省  略 

３ 

（設置事業等の制限） 

第８条 事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第

６号に規定する暴力団員若しくは龍ケ崎市暴力団排除条例（平成２３

年龍ケ崎市条例第２３号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下



 

下「暴力団等」という。）又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴

力団等がその事業活動を支配するものに該当するときは、発電事業を

行うことができない。 

（事前確認） 

第９条 発電事業者は、次条第１項の規定による届出及び協議を行おう

とするときは、第１１条第１項の規定による該当住民自治組織の住民

に対する周知の範囲及び方法について、規則で定めることにより、事

前に市長の確認を得なければならない。 

 

（届出及び協議） 

第10条 発電事業者は、設置事業を市内において実施しようとするとき

は、当該設置事業に着手しようとする日の６０日前までに、規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を届け出て、市長と協議しなけれ

ばならない。 

 (1) 発電事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

 (2)     省  略  

 (3)     省  略  

 (4) 設置事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

 

 (5)    

～      省  略 

 (8) 

２ 発電事業者は、前項第１号又は第４号に掲げる事項の変更をしたと

きは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

 

 

「暴力団等」という。）又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴力

団等がその事業活動を支配するものに該当するときは、設置事業又は

発電事業を行うことができない。 

（事前確認） 

第９条 設置事業を行う事業者（以下「設置事業者」という。）は、次条

第１項の規定による届出及び協議を行おうとするときは、第１１条第

１項の規定による該当住民自治組織の住民に対する周知の範囲及び方

法について、規則で定めるところにより、事前に市長の確認を得なけ

ればならない。 

（届出及び協議） 

第10条 設置事業者は、設置事業を市内において実施しようとするとき

は、当該設置事業に着手しようとする日の６０日前までに、規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を届け出て、市長と協議しなけれ

ばならない。 

 (1) 設置事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

 (2)     省  略 

 (3)     省  略  

 (4) 発電事業を行う事業者（以下「発電事業者」という。）の氏名及び

住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地） 

 (5)    

～      省  略 

 (8) 

２ 前項第１号又は第４号に掲げる事項の変更をしたときは、第１５条

第２項の規定による設置事業の完了の確認を受けるまでの間にあって

は設置事業者が、当該確認を受けた後にあっては発電事業者が、速や

かに、その旨を市長に届け出なければならない。 



 

３ 発電事業者は、第１項第２号又は第３号に掲げる事項の変更をしよ

うとするときは、あらかじめ、その旨を届け出て、市長と協議しなけ

ればならない。 

（該当住民自治組織の住民への周知及び説明会の開催） 

第11条 発電事業者は、前条第１項の規定による届出を行う前に、該当

住民自治組織の住民に対して、同項第１号から第４号までに掲げる事

項を周知するとともに、該当住民自治組織から発電事業に係る説明会

の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。 

２ 発電事業者が認定事業を行おうとする場合において、法第９条第２

項第７号に規定する説明会を開催したときは、発電事業者は、前項に

規定する説明会の開催を省略することができる。 

３ 前２項の規定は、前条第３項の変更について準用する。ただし、変

更の内容が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。 

４ 発電事業者は、前３項の周知又は説明会の開催により、該当住民自

治組織の住民の理解を得るように努めなければならない。 

（近隣関係者への周知及び説明） 

第12条 発電事業者は、第１０条第１項の規定による届出を行う前に、

近隣関係者に対して、同項第１号から第４号までに掲げる事項を周知

するとともに、近隣関係者から発電事業に係る説明の要請があったと

きは、これに応じなければならない。 

２ 発電事業者が認定事業を行おうとする場合において、法第９条第２

項第７号に規定する説明会を開催し、当該説明会への近隣関係者の出

席が確認できたときは、前項に規定する説明が実施されたものとみな

す。 

３ 前２項の規定は、第１０条第３項の変更について準用する。ただし、

変更の内容が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。 

４ 発電事業者は、前３項の周知又は説明により、近隣関係者の理解を

得るように努めなければならない。 

３ 設置事業者は、第１項第２号又は第３号に掲げる事項の変更をしよ

うとするときは、あらかじめ、その旨を届け出て、市長と協議しなけ

ればならない。 

（該当住民自治組織の住民への周知及び説明会の開催） 

第11条 設置事業者は、前条第１項の規定による届出を行う前に、該当

住民自治組織の住民に対して、同項第１号から第３号までに掲げる事

項を周知するとともに、該当住民自治組織から設置事業に係る説明会

の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。 

 

 

 

２ 前項の規定は、前条第３項の変更について準用する。ただし、変更

の内容が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。 

３ 設置事業者は、前２項の周知又は説明会の開催により、該当住民自

治組織の住民の理解を得るように努めなければならない。 

（近隣関係者への周知及び説明） 

第12条 設置事業者は、第１０条第１項の規定による届出を行う前に、

近隣関係者に対して、同項第１号から第３号までに掲げる事項を周知

するとともに、近隣関係者から設置事業に係る説明の要請があったと

きは、これに応じなければならない。 

 

 

 

 

２ 前項の規定は、第１０条第３項の変更について準用する。ただし、

変更の内容が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。 

３ 設置事業者は、前２項の周知又は説明により、近隣関係者の理解を

得るように努めなければならない。 



 

（標識の設置） 

第13条 発電事業者は、第１１条第１項の規定による周知をした日から

設置事業が完了する日まで、規則で定める事項を記載した標識を事業

区域内の見やすい場所に設置しなければならない。 

（協議終了の通知） 

第14条 市長は、第１０条第１項又は第３項の規定による協議が終了し

たときは、発電事業者に当該協議が終了した旨の通知をするものとす

る。この場合において、市長は、必要に応じて当該通知に意見を付す

ことができる。 

（事業完了の確認） 

第15条 発電事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに市長に届

け出なければならない。 

２      省  略 

（指導、助言及び勧告） 

第18条 市長は、必要があると認めるときは、発電事業者に対して、適

切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかの要件に 

（標識の設置） 

第13条 設置事業者は、第１１条第１項の規定による周知をした日から

設置事業が完了する日まで、規則で定める事項を記載した標識を事業

区域内の見やすい場所に設置しなければならない。 

（協議終了の通知） 

第14条 市長は、第１０条第１項又は第３項の規定による協議が終了し

たときは、設置事業者に当該協議が終了した旨の通知をするものとす

る。この場合において、市長は、必要に応じて当該通知に意見を付す

ことができる。 

（事業完了の確認） 

第15条 設置事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに市長に届

け出なければならない。 

２      省  略 

（指導、助言及び勧告） 

第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、適切な

措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかの要件に 

該当する発電事業者に対し、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧

告することができる。 

 (1)    

～      省  略 

 (3) 

３ 発電事業者は、前２項に規定する指導、助言又は勧告を受けたとき

は、その処理の状況を市長に報告しなければならない。 

（公表） 

第19条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた発電事業者が、

正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない発電 

該当する事業者に対し、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告す

ることができる。 

 (1)    

～      省  略 

 (3) 

３ 事業者は、前２項に規定する指導、助言又は勧告を受けたときは、

その処理の状況を市長に報告しなければならない。 

（公表） 

第19条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた事業者が、正当

な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の 



 

事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び

代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに当該勧告の内容を

公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ発

電事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。 

氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の

氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに当該勧告の内容を公表する

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事

業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければ

ならない。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


